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　今日の大量生産、大量消費、大量廃棄型
の社会のあり方やライフスタイルを見直し、
社会における物質循環を確保することによ
り、天然資源の消費が抑制され、環境への
負荷ができる限り低減される、いわゆる循
環型社会の実現を図ることが必要です。
　国においては、循環型社会の構築に向け
て、「循環型社会形成推進基本法」をはじめ
自動車リサイクル法等のリサイクル関係法
令や各種ガイドラインを整備し、３Ｒ（廃
棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リ
ユース）、再生利用（リサイクル））や適正

処理を推進しています。
　県においても、１５年３月に策定した廃棄
物処理計画（以下「とやま廃棄物プラン」
という。）に基づき、廃棄物の発生抑制、循
環的利用及び適正処理を総合的かつ計画的
に推進しています。また、県民総ぐるみの
「ごみゼロ推進大運動」や「ノーレジ袋県
民大運動」を展開するとともに、「ごみゼロ
推進県民大会」を開催するなど、循環型社
会の構築に向けた施策を重点的に推進して
います。

第 ３ 節 環境への負荷が少ない循環型社会の構築

１　廃棄物の発生抑制及び循環的利用の推進

敢　廃棄物の発生抑制及び循環的利用の状
況
　　生産や消費の拡大、生活様式の多様化
等により、廃棄物の排出量が増大し、質
的にも多様化している一方で、廃棄物の
最終処分場のひっ迫や資源の枯渇が全国
的に懸念されています。
　　このため、廃棄物の発生抑制、再使用
及び再生利用を進め、最後に適正に処理
することにより、資源の消費を抑制し、
環境への負荷をできる限り低減する循環
型社会を構築することが必要です。

　ア　一般廃棄物
　　　日常生活や事務所等から排出される
ごみやし尿は一般廃棄物であり、市町
村が処理計画を策定し、収集、処理し
ています。

　　　近年、市町村によるごみの処理量は
増加傾向にあり、２１年度における県民
一人一日当たりの排出量は９６９g/人日
（全国平均は９４４ｇ/人日）となってい
ます。

　　　また、市町村の分別収集、中間処理

により有効利用されたごみの量は４４千
トンであり、このほか集団回収により
３６千トンのごみが資源化されています。
県全体の総排出量に対するリサイクル
率は、２１年度では２０．５％であり、その
推移は表１‐３９のとおりです。

　　　特に、再使用や再生利用が可能と考
えられる缶、びん、ペットボトル、紙
パック等の容器包装廃棄物については、
県内全市町村で「容器包装に係る分別
収集及び再商品化の促進等に関する法
律」（以下「容器包装リサイクル法」と
いう。）に基づき、分別収集が行われて
おり、２１年度では２３千トンが収集され
ています。

　　　エアコンやテレビなどの廃家電品に
ついては、「特定家庭用機器再商品化
法」（以下「家電リサイクル法」という。）
に基づき、小売業者等を通じて製造業
者等が引き取り再商品化を行っており、
２２年度における県内４か所の指定引取
場所での回収量は、２６４千台となってい
ます。

　　　家庭から排出される使用済みパソコ

２１年度２０年度１９年度１８年度１７年度区　　　　分

２０．５２０．９２０．７２０．１１９．３富 山 県

２０．５２０．３２０．３１９．６１９．０全 国

（単位：％）　表１‐３９　リサイクル率
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ンについては、「資源の有効な利用の促
進に関する法律」に基づいて１５年１０月
から製造事業者等により回収・再資源
化されています。

　　　使用済自動車については、「使用済自
動車の再資源化等に関する法律」（以下
「自動車リサイクル法」という。）に基
づき、１７年１月から引取業者、解体業
者及び自動車メーカー等により再資源
化されています。

　　　なお、ごみの有料化などの経済的手
法が１０市町（２３年４月現在）で導入さ
れているほか、多くの市町村では、集

団回収を奨励するための報奨金制度の
導入や家庭用の生ごみコンポスト化容
器などに対する助成が行われています。

　　　ごみ処理状況の推移及びごみ計画処
理量と一人当たりのごみ排出量の推移
は、図１‐２３及び図１‐２４のとおりです。

　　　このほか、原材料等に利用（マテリ
アルリサイクル）できない廃棄物につ
いては、エネルギーとしての利用（サ
ーマルリサイクル）が図られており、
本県では、ごみの焼却余熱を利用した
発電（富山地区広域圏事務組合クリー
ンセンター２０，０００kW、射水市クリー

　図１‐２３　ごみ処理状況の推移

注　１１年度以降は集団回収量を含めて算出しています。

　図１‐２４　ごみ計画処理量と一人当たりのごみ排出量の推移
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ンピア射水１，４７０kW）や福祉施設への
温水の供給等が行われています。

　イ　産業廃棄物
　　　事業活動に伴って生じる廃棄物のう
ち産業廃棄物は法令で定められた、燃
え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、
廃プラスチック類等の２０種類であり、
排出事業者処理責任が義務付けられて
います。県では、とやま廃棄物プラン
に基づき、発生抑制や減量化、循環的
利用の促進、適正処理の推進を図ると
ともに、産業廃棄物処理施設の計画的
な整備を指導しています。

　　　産業廃棄物の発生量（推計）は、図
１‐２５のとおり、２１年度では４８７万９千
トンであり、２０年度に比べ３４万６千ト
ン減少しています。種類別では、紙・
パルプ製造工場、浄水場などから発生

する汚泥が全体の５９．４％と最も多く、
次にがれき類の２１．８％となっています。

　　　また、産業廃棄物の処理状況は、図
１‐２６のとおり、全体の５６．５％が脱水や
焼却などの中間処理によって減量化さ
れ、最終的には、３９．１％がセメント原
料や路盤材などに再生され、残りの
４．４％が最終処分（埋立）されています。
減量化・再生利用率＊は、９５．６％となっ
ています。

　　　産業廃棄物発生量等の推移は、図１
‐２７のとおりです。

　　　公共工事に伴う建設系廃棄物につい
ては、北陸地方建設副産物対策連絡協
議会において「北陸地方建設リサイク
ル推進計画２００８」が策定され、その発
生抑制、再利用の促進等が図られてい
ます。

＊減量化・再生利用率　…　産業廃棄物の発生量に対する、減量及び再使用・再生利用量の合計の割合です。

　図１‐２５　産業廃棄物の発生状況（２１年度）

〔種　類　別〕 〔業　種　別〕
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　図１‐２６　産業廃棄物の処理・処分状況（２１年度）

　図１‐２７　産業廃棄物発生量等の推移



６３

第
３
第
３
節節

環
境
へ
の
負
荷
が
少
な
い
循
環
型
社
会
の
構
築

排出抑制＞再使用＞再生利用＞熱回収＞適正処理　を基本原則として、県民、事業者、
行政それぞれの役割のもと循環型社会の形成に向けた施策を推進します。

趣　　旨

１５～２２年度まで計画期間

減量化・
リサイク
ルの目標

計画の推
進施策

県民、事
業者、行
政の役割
分担

計画の推
進

その他必要な事項産業廃棄物一般廃棄物
・不適正処理の防止
・関係行政機関との連携
・経済的手法の検討等

・発生抑制の推進
・減量化及び循環的利用の推進
・適正処理の推進
・有害物質対策の推進
・県外産業廃棄物の適正処理
・処理施設の確保
・処理施設整備のための配慮
・公共関与のあり方の検討

・排出抑制の推進
・減量化及び循環的
利用の推進

・適正処理の推進
・処理施設の確保
・市町村間の調整
・市町村への支援

○調査研究の推進
情報収集、研究機関との連携

○推進体制の整備
推進協議会の設置、NPO等の側面的支援

○計画の進行管理
定期的な調査、進捗状況の点検

○計画の普及啓発
取組み推進のためのガイドライン作成

①発生量の増加を１１％に抑制
②再生利用量を３１％から３３％に増加
③最終処分量を５２％削減

産業廃棄物（２２年度）

①排出量を７％削減
②再生利用量を１６％から２７％に増加
③最終処分量を３９％削減

一般廃棄物（２２年度）

 

排出事業者：排出抑制等の推進等
生産事業者：製品製造時の配慮等
流通販売事業者：流通、販売時の配慮等
処理業者：適正処理の推進等

事業者 

排出抑制等の推進、施策への協力等

県　民

 

県：普及啓発の推進、市町村間の取
組み調整等
市町村：一般廃棄物の循環的利用、
適正処理等

行　政

　表１‐４０　とやま廃棄物プランの概要

柑　廃棄物の発生抑制及び循環的利用の推
進
　ア　とやま廃棄物プランの推進
　　　廃棄物の発生抑制及び循環的利用を
総合的かつ計画的に推進し、循環型社
会を構築するため、１５年３月にとやま
廃棄物プランを策定しました。この計
画は、廃棄物処理法に基づき国の基本
方針を踏まえ策定したものであり、一
般廃棄物と産業廃棄物を対象として廃
棄物の発生抑制及び循環的利用に関す
る具体的な数値目標を掲げるとともに、

目標達成に向けた施策や県民、事業者、
行政の役割分担を明らかにしています。
この計画に基づき、県民総ぐるみの「ご
みゼロ推進大運動」を展開し、廃棄物
の発生抑制及び循環的利用を一層推進
し、環境にやさしい循環型社会の構築
を図っています。

　　　とやま廃棄物プランの概要は表１‐
４０のとおりです。

　　　また、とやま廃棄物プランを着実に
推進するため、１９年３月に「廃棄物循
環的利用推進指針」を策定し、一層の
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廃棄物の発生抑制や循環的利用の推進
に取り組んでいます。指針の概要は表
１‐４１のとおりです。

　イ　一般廃棄物
　　ア　とやま廃棄物プランの推進
　　　　とやま廃棄物プラン等に基づき、

県民、事業者、行政の適切な役割分
担のもと、連携してごみの発生抑制
及び循環的利用の取組みを展開しま
した。

　　イ　ごみゼロ推進大運動の展開
　　　　県民団体、事業者団体、報道機関、

行政機関などで構成する「環境とや
ま県民会議」を中心として、県民総
ぐるみで廃棄物の発生抑制、循環的
利用及び適正処理に取り組む「ごみ
ゼロ推進大運動」を積極的に展開す
るため、メールマガジンの配信によ
る情報提供や講習会の開催等により、
県民がごみの発生抑制及び循環的利
用について考え、実践する機会の提
供に努めました。

 

　　ウ　ごみゼロ推進県民大会の開催
　　　　県民、事業者、行政が一堂に会し、

ごみゼロ型社会の実現や循環型社会
の構築に向けた取組みを推進するこ
とを目的として、２２年１０月に富山市
において、「ごみゼロ推進県民大会」
を開催し、ごみの減量化等に取り組
む団体等を顕彰しました。また、と
やま環境フェア２０１０を併せて開催し、
３Ｒに関するクイズ大会や、環境に
やさしい製品の展示等を行いました。

　　エ　レジ袋削減をきっかけとしたエコ
ライフ拡大事業の展開

　　　　全国初のレジ袋無料配布取止めで
得られた、県民の高い環境保全意識
をきっかけとして、環境にやさしい
ライフスタイルへの転換を促進する
ため、ごみの発生抑制及び省エネに
結びつく食材の選び方や調理の仕方
を楽しみながら学ぶ「エコ・ショッ
ピング＆エコ・クッキングコンテス
ト」やごみの減量化のノウハウ等を
競う「発掘！ごみ減量達人コンテス
ト」を開催しました。

　表１‐４１　廃棄物循環的利用推進指針の概要
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するため、１９年７月に策定した第５
期分別収集促進計画に基づき、消費
者（県民）、市町村、事業者がそれぞ
れの役割を分担し、資源の有効利用
を進めるよう分別排出についての普
及啓発に努めました。第５期分別収
集促進計画の概要は、表１‐４２のとお
りです。

　　　　また、２２年８月には、２３年４月を
始期とする第６期分別収集促進計画
を策定しました。 

　　　　また、レジ袋無料配付取止め実施
店舗数が４８社４３２店舗（２３年４月時
点）に拡大するとともに、マイバッ
グ持参率（実施店舗における１年間
の平均）が９４％と高水準を維持する
など、レジ袋を断りマイバッグを持
参することが、ごく当たり前のライ
フスタイルとして定着してきていま
す。

　　オ　分別収集促進計画の推進
　　　　容器包装廃棄物の分別収集を促進

　家庭から出るごみのなかで、最も
大きな割合（約４０％）を占めるのが
生ごみであり、その大部分が調理く
ずと食べ残しです。
「エコ・クッキング」とは、環境の
ことを考えて「買い物」、「料理」、
「片づけ」を行うことで、これらの
生ごみの発生量を削減するとともに、
排水やエネルギー使用量も削減する
取組みです。

　県では、この「エコ・クッキング」を県民に広
く普及するため、エコ・クッキング指導者（ナビ
ゲーター）の育成や事業所へのモデル導入等を行
っています。
　今後は、エコ・クッキング料理教室の開催など
も予定していますので、ぜひ「エコ・クッキング」
を学び、実践して下さい。

コ ラ ム

「エコ・クッキングのススメ」

買い物に 料理に 片づけに

エコ・クッキングのポイント

※「エコ・クッキング」は東京ガス㈱の登録商標です。
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＊特別管理産業廃棄物　…　産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生じ
るおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものです。

　ウ　産業廃棄物
　　ア　とやま廃棄物プランの推進
　　　　事業者による産業廃棄物の計画的

な発生抑制及び循環的利用の取組み
や適正処理を進めるため、とやま廃
棄物プラン等に基づき各種施策を推
進するとともに、発生量の抑制等の
目標の達成に向けて、関係者への周
知徹底、普及・啓発を行ったほか、
中間処理施設の計画的な整備を指導
しました。

　　イ　多量排出事業者の指導等
　　　　産業廃棄物の年間発生量が１，０００

トン以上（特別管理産業廃棄物＊の場

合は５０トン以上）の多量排出事業者
に対して、産業廃棄物（特別管理産
業廃棄物）処理計画書の作成や実施
状況報告書の提出を指導しました。

　　　　なお、計画書は、廃棄物処理法に
基づき、縦覧公開し、事業者の自主
的な取組みの推進を図りました。

　　ウ　建設系廃棄物対策の推進
　　　　「建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律」を推進するため、
届出等の審査やパトロール等を通じ
て、関係者に対して適正な分別解体、
再資源化の実施に関する指導や助言
を行いました。

　表１‐４２　第５期分別収集促進計画の概要
　容器包装リサイクル法第９条の規定により、本県における市町村別の容
器包装廃棄物の排出見込量等を示すとともに、県が行う分別収集の意義に
関する知識の普及等分別収集の促進に関する事項を明らかにします。

計画策定の趣旨

２０～２４年度までの５年間計画期間
容器包装廃棄物の
排出見込量

容器包装廃棄物の
分別収集見込量

①分別収集の促進の意義に関する知識の普及
②市町村相互間の情報の交換の促進
③その他の分別収集の促進に関する事項
　・廃棄物処理施設の整備
　・効果的な分別区分及び効率的な収集方法の助言
　・拠点回収及び集団回収の推進
　・容器包装廃棄物の排出抑制及び再商品化等の促進のための方策
　・行政の事業者、消費者としての環境保全に向けた取組みの率先実行
　・調査研究等の推進

分別収集促進のた
めの施策

２４年度２３年度２２年度２１年度２０年度区　　　分
７７，３６７７８，０３８７８，８８０８０，１５１８１，２０９容 器 包 装 廃 棄 物

２４年度２３年度２２年度２１年度２０年度区　　　分
２，２２２２，２５８２，２９４２，３２９２，３６６無 色 ガ ラ ス び ん
２，４９６２，５４４２，５９２２，６４２２，６９２茶 色 ガ ラ ス び ん
８６５８６８８６７８６７８６８そ の 他 ガ ラ ス び ん

２，７１９２，６９８２，６４６２，５９４２，５４３紙 製 容 器 包 装
２，１７７２，１２２２，０７０２，０１９１，９７０ペ ッ ト ボ ト ル
７，２８７７，１７９７，０７１６，９６３６，８６０プラスチック製容器包装
８１８０７８７８７６（うち白色トレイ）

１，０８７１，１２２１，１５９１，１９７１，２３６ス チ ー ル 缶
１，４４２１，４４４１，４４８１，４５２１，４５３ア ル ミ 缶
１６６１６５１６１１５８１５４紙 パ ッ ク

５，７１８５，７０３５，５５９５，４１８４，９１７段 ボ ー ル

〔単位：ｔ〕
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　エ　リサイクルの推進
　　ア　リサイクル認定制度の推進
　　　　リサイクル製品の製造・販売や廃

棄物の減量化・リサイクル等の取組
みの拡大を推進するため、１４年度に
創設したリサイクル認定制度により、
「リサイクル製品」、「エコショップ」、
「エコ事業所」の３つの区分につい
て、２２年度は２回の公募を行い、認
定審査会における書類審査や現地調
査等を踏まえ認定を行いました。

　　　　２２年度末における認定状況は、表
１‐４３のとおり、リサイクル製品が７２
製品、エコショップが６５店舗、エコ
事業所が１５事業所となっています。

　　　　また、この制度や製品などを紹介
するため、パンフレットやホームペ
ージ等により広報を行うとともに、
環境フェアにおいて認定リサイクル
製品の展示を行いました。

　　　　さらに、認定リサイクル製品の公
共事業での利用促進を図るため、「公
共工事におけるリサイクル製品利用
推進部会」において、製品の優先的
な利用を図りました。

　　イ　ごみ焼却灰（溶融スラグ）の利用
促進

　　　　ごみ焼却灰から生成される溶融ス

ラグの利用を促進するため、県が実
施する公共工事で溶融スラグを利用
したアスファルト舗装材等を積極的
に使用しました。

　　ウ　産業廃棄物の発生抑制、リサイク
ル等に関する指導

　　　　産業廃棄物の多量排出事業者によ
る廃棄物の３Ｒの推進に向けた取組
みを推進するため、廃棄物の減量化
や再生利用について指導しました。

　　エ　富山市エコタウン事業の推進
　　　　富山市エコタウン事業は、１４年５

月に計画が承認され国等からの技術
的、財政的支援を受けて施設の整備
が進められ、第１期の４施設が１５年
に稼働したほか、第２期の難処理繊
維・混合廃プラスチックリサイクル
施設、廃食用油リサイクル施設及び
廃棄物エネルギーリサイクル施設が
稼働しています。

　　オ　とやまの「旬」と「鮮」供給拡大
モデル事業の推進

　　　　生産者、市場等の流通関係者、小
売業者等で構成する県産野菜の安定
供給を目指した組織が一体となって、
反復可能な通いコンテナを使用する
ことで、廃棄段ボールの削減に努め
ました。

　　カ　間伐材有効利用の支援
　　　　木材資源の利用を促進するため、

間伐材の搬出に係る費用の一部を補
助しました。

桓　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環境への負荷が少
ない循環型社会の構築について、「県民総
ぐるみのごみゼロ推進大運動の展開によ

リサイクル認定マーク

　表１‐４３　リサイクル認定制度に基づく認定状況
エ コ 事 業 所エコショップリサイクル製品区　　分

　６３３２５２０　年　度
　５２８２５２１　年　度
　４　４２２２２　年　度
１５６５７２合　　計
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　表１‐４４　廃棄物の発生抑制及び循環的利用の推進に係る指標の達成状況と主な取組みの効果

る循環型社会の形成」を実現することを
目標としています。
　　具体的には、廃棄物の発生抑制及び循
環的利用の推進については、とやま廃棄
物プランの目標を達成することとしてい

ます。また、廃棄物の処理体制を将来にわ
たり安定して確保することとしています。

　　環境基本計画に掲げる廃棄物の発生抑
制及び循環的利用の推進に係る指標の達
成状況は、表１‐４４のとおりです。

２　主な取組みの効果
効　　　　　果取組み

レジ袋を約１億５，０００万枚削減することにより、廃棄物を約１，５００トン削
減 　　　　　　　　　　　　　　【一般廃棄物の排出量を０．４％削減】

ノーレジ袋県民大運
動の展開（Ｈ２１）

使用済小型家電等を４２トン回収し、再資源化
富山型使用済小型家
電等のリサイクル推
進モデル事業（Ｈ２２）

１　指標の達成状況
目　　標現　　状

単位指 標 の 説 明指標の名称
値年度値年度

　３９９２２　３８９２１千ｔ
市町村により処理された
一般廃棄物の量と集団回
収量の計

一般廃棄物の
排出量

　１０６
　（２７）２２　　８０

　（２１）２１千ｔ
（％）

市町村により再生利用さ
れた一般廃棄物の量と集
団回収量の計
（リサイクル率）

一般廃棄物の
再生利用量

５，２３９２２４，８７９２１千ｔ事業所において発生した
産業廃棄物の量

産業廃棄物の
発生量

１，７３１
　（３３）２２１，９０９

　（４０）２１千ｔ
（％）

再生利用された産業廃棄
物の量
（リサイクル率）

産業廃棄物の
再生利用量
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敢　廃棄物の適正処理の状況
　　再使用や再生利用ができない廃棄物は、
性状に応じた適正な中間処理（焼却、脱
水等）等を経て、最終処分（埋立）を行
うこととなっています。

　ア　一般廃棄物
　　　一般廃棄物については、市町村が定
める一般廃棄物処理計画に基づき処理
されており、県では、適正処理を確保
するため、処理施設の計画的な整備等
について技術的な助言を行っています。

　　　また、ダイオキシン類の主な発生源
がごみ焼却施設であることから、ごみ
処理広域化計画に基づき、ごみ処理の
広域化や全連続式のごみ焼却施設の整
備を推進しています。

　　　さらに、最終処分場や焼却灰の一時
保管場所を有する焼却施設のうち、遮
水工や浸出液処理設備が設けられてい
ないものについては、周辺環境への汚
染を防止するため、地下水調査等の実
施や新たな最終処分場の確保など必要
な措置を指導しています。

　　　このほか、１３年４月からは、廃棄物
処理法の基準に従って焼却する場合等
を除き、何人も廃棄物を焼却してはな
らないこととされたことから、県では
市町村等と連携して県民等に対する普
及啓発を行うとともに、不適正処理の
未然防止を図るため、定期的な監視を
行っています。

　　　し尿については、水洗化人口が増加
しており、総人口に占める割合は２１年
１０月１日現在では、公共下水道人口は
７０．６％、浄化槽等人口は２２．４％で、こ
れに計画収集人口を加えた衛生処理人
口は９９．９％となっています。また、浄

２　廃棄物の適正処理の推進
化槽については、浄化槽法により設置
者に水質検査等が義務付けられていま
すが、維持管理に関する定期検査の受
検率が低いことから、関係機関と連携
して、個別訪問等による普及啓発を行
っています。

　　　し尿の処理人口とし尿の処理状況の
推移は、図１‐２８及び図１‐２９のとおり
です。

　イ　産業廃棄物
　　　再使用や再生利用ができない産業廃
棄物は、一般的には脱水、焼却、破砕
などの中間処理を経て、最終処分（埋
立）されています。最終処分場は、埋
め立てる産業廃棄物の種類に応じて、
遮断型最終処分場＊１、管理型最終処分
場＊２及び安定型最終処分場＊３の３つに
分類されており、本県では、管理型又
は安定型最終処分場で埋立が行われて
います。

　　　産業廃棄物の中には、爆発性、毒性、

　図１‐２８　し尿の処理人口（２１年度）

＊１遮断型最終処分場　…　有害物質を含む産業廃棄物を対象とする埋立処分場で、底と側面をコンクリート等で固め、
雨水等が入り込まないよう屋根を設けるなど、有害物質の外部への浸出を遮断した構造を有しています。

＊２管理型最終処分場　…　汚泥、鉱さい等の汚水を生ずるおそれのある産業廃棄物のうち有害物質を含まないものを
対象とする埋立処分場で、地下水等の汚染を防止するため、二重シート等の遮水工により浸出水を集め、排水基
準に適合するよう処理して放流する構造を有しています。

＊３安定型最終処分場　…　金属くずやゴムくず等の生活環境に支障を及ぼすおそれが少ない産業廃棄物のみを対象と
する埋立処分場で、産業廃棄物の飛散及び流出を防止する構造を有しています。
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　図１‐２９　し尿処理状況の推移

感染性等を有するものがあるため、そ
の処理にあたっては適正な管理が必要
です。県では、保管、収集・運搬、中
間処理及び最終処分までの各段階にお
いて産業廃棄物の適正な管理が行われ
るよう、排出事業者や処理業者に対す
る監視、指導を行っており、特に、関
係事業者を対象に廃棄物処理法の改正
等について、講習会等を開催していま
す。

　　　また、県外から産業廃棄物を搬入し、
県内で処理する場合には、産業廃棄物
適正処理指導要綱に基づき、事前協議
を行うよう事業者を指導しています。

　　　さらに、不法投棄防止対策の一環と
して、関係機関と連携し、産業廃棄物
不法投棄の監視パトロールなどを実施
しています。

　　　特別管理産業廃棄物である廃PCB
等（PCBを含む高圧コンデンサ、ト
ランス等）については、１３年７月に施
行された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の適正な処理の推進に関する特別措置
法」（以下「PCB特別措置法」という。）
により、保管又は使用中の事業所に届
出と処分されるまでの間の保管が義務

付けられており適正保管されるよう監
視・指導しています。PCB特別措置
法に基づく県内の届出事業所数は９６６
事業所となっています。

　　　国の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処
理基本計画」を受けて１８年３月に「富
山県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計
画」を策定し、廃PCB等を北海道室
蘭市の日本環境安全事業㈱北海道事業
所で２７年３月までに処理すること等を
定めました。また、計画的な処理を進
めるため、北海道など関係道県で構成
する広域協議会で、調整を図っており、
２０年１１月から県内の廃ＰＣＢ等は処理
が始まりました。

　　　なお、県では、中小企業等が負担す
るPCB廃棄物の処理費用の軽減を図
るため、独立行政法人環境再生保全機
構に設けられたPCB廃棄物処理基金
に出えんをしています。

柑　廃棄物の適正処理の確保
　ア　一般廃棄物
　　ア　適正処理対策
　　　　一般廃棄物の適正な処理を確保す

るため、一般廃棄物処理計画の策定
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や処理による生活環境への支障の防
止等について、市町村に対して技術
的な助言を行いました。

　　イ　ダイオキシン類対策
　　　　ごみ焼却施設から排出されるダイ

オキシン類を削減するため、ごみ処
理広域化計画を推進し、全連続式の
ごみ焼却施設の整備促進を図るとと
もに、県民の協力のもとに、ごみの
分別収集の推進を図りました。ごみ
処理広域化計画の概要は表１‐４５の
とおりで、これまでにこの計画に基
づき、表１‐４６のとおり、ごみ焼却施
設が整備されています。なお、県で
は、１０年度からごみ処理広域化等促
進支援事業として表１‐４７の事業に
対して補助を行っています。

　　　　その結果、２２年度における県内の
ごみ焼却施設（市町村設置の６施設）
から排出されたダイオキシン類の年
間排出総量は、０．０６５g‐TEQとなり

ました。
　　　　また、県内６施設のごみ焼却施設

のダイオキシン類排出濃度を調査し
た と こ ろ、表 １‐４８の と お り、
０．００００００３９～０．１０ng‐TEQ/m３N
であり、すべての施設で規制基準値
を下回っていました。

　　ウ　ごみ処理施設等の整備
　　　　２２年度末におけるごみ処理施設及

びごみ最終処分場の整備状況は、図
１‐３０及び図１‐３１のとおりです。ま
た、県内１１施設の最終処分場の埋立
残余容量は７２４千ｍ３であり、２１年度
の埋立量４５千ｍ３から推定すると残
余期間は約１６．０年間と、全国の１８．０
年間（２０年度末）を下回っています
が、一部の市町村等では新しく最終
処分場を確保するため、必要な準備
を進めています。

　　　　県では、ごみ処理施設の計画的な
整備や適切な維持管理等について、
市町村等に助言しています。

　２３年７月にテレビ放送が地デジ化に移行し、アナログテレビの不法投棄が心配され
ているなか、最近よく目にするのがテレビ等を無料で回収する家電品等無料回収業者
です。
　これらの業者は富山県内に約４４業者（２３年８月現在）あり、県内各地の借地を転々
としながら家庭から出る不要な家電製品、自転車、金属くず、タイヤ等を無料で回収
し、それを資源回収業者等に売却するなどしています。
　ただし無料回収とうたいながら、不要品の回収の際に、処分料や運搬料等の様々な
名目で料金を徴収している場合も見受けられ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
違反（無許可営業）するおそれがあり、トラブルに発展することもありますので、利
用する際は注意が必要です。
　なお、家電リサイクル法で規定されているテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗
濯機・衣類乾燥機やパソコン等については、メーカーによる再資源化が実施されるよ
う、協力をお願いします。

コ ラ ム

「家電品等無料回収業者の実態」
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　国の「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」に
基づき、「広域ブロックの設定」、「各ブロックの全連続炉等の施設整備
計画」、「ダイオキシン類の現状排出量・将来排出量の推計」等の基本
的な考え方を示します。

計画策定の趣旨

１０～１９年度までの１０年間計画期間

　市町村意向調査の結果を踏まえ、焼却能力が１００ｔ／日以上の全連続
炉が導入できるよう、次の５つの広域ブロックを設定
　①新川ブロック（２市３町）、②富山ブロック（２市６町３村）、③
射水ブロック（１市３町１村）、④高岡ブロック（３市１町）、⑤砺
波ブロック（１市５町４村）

広域ブロック割り

各広域ブロックの施設
整備計画

（扱－TEQ/年）ダイオキシン類の現状
排出量・将来排出量の
推計

①県の施策
　・市町村等に対する技術的及び財政的支援（広域化促進支援補助）
　・ごみ処理広域化計画の進行管理
　・ごみ減量化等の県民・事業者に対する環境教育・普及啓発の実施
②市町村の施策
　・既存施設の恒久対策及び新施設の早期整備の実施
　・広域ブロック構成市町村間の役割分担等の協議・調整
　・一般廃棄物処理計画の改定
　・ごみ減量化等の県民・事業者に対する環境教育・普及啓発の実施
　・積極的な情報公開の実施

広域化のフォローアッ
プの方法

今後整備が予定される主な施設ブロック名

ごみ焼却施設（１７４ｔ/日）、最終処分場（１６５千弱）新川ブロック

ごみ焼却施設（８１０ｔ/日）、灰溶融固化施設（１４０ｔ/日）、発
電施設（２０，０００k W）富山ブロック

ごみ焼却施設（１３８ｔ/日）、灰溶融固化施設（１２ｔ/日）、発電
施設（１，４７０k W）射水ブロック

ごみ焼却施設（３５０ｔ/日、処理方法未定）、灰溶融固化施設（能
力未定）、発電施設（能力未定）高岡ブロック

灰溶融固化施設（２．７２ｔ/日）、最終処分場（５７千弱）砺波ブロック

２９年度１９年度１４年度８年度区　　　分

０．２００．２５２．０４１８．３９富山県合計

１．１ １．４ １１．１ １００．０ 割　合（％）

　表１‐４５　ごみ処理広域化計画の概要

発電能力処理能力焼却方式施　　　設　　　名　　　称

―２７０ｔ桑２４時間全連続高岡市環境クリーン工場

―　５０ｔ桑１６時間バッチ氷見市西部清掃センター

　１，４７０kW１３８ｔ桑２４時間全連続射水市クリーンピア射水

２０，０００kW８１０ｔ桑２４時間全連続富山地区広域圏事務組合
クリーンセンター

―１７４ｔ桑１６時間准連続新川広域圏事務組合エコぽ～と

―　７０ｔ桑１６時間准連続砺波広域圏事務組合
クリーンセンターとなみ

　表１‐４６　ごみ焼却施設の整備状況
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　表１‐４７　ごみ処理広域化等促進支援事業の概要
限　　度　　額　※補　助　率対　　　　象事　業　名

ごみ焼却施設；１億円
その他施設；５千万円

一般財源負担分
の１／４

一部事務組合が実施す
る広域的なごみ処理施
設の整備事業

広域ごみ処理
施設整備事業
費補助

注　限度額は１事業当たりで、ごみ焼却施設が１億円、その他施設が５千万円です。

　　エ　し尿処理施設の整備
　　　　２２年度末におけるし尿処理施設の

整備状況は、図１‐３２のとおりであり、
県内全体における１日当たりのし尿
の平均収集量４７１珠に対して、処理能
力は７５１珠となっています。

　　　　県では、合理的なし尿処理体制の
整備について、市町村等に助言して
います。

　　オ　浄化槽の適正な維持管理
　　　　浄化槽については、社富山県浄化

槽協会と連携し、２０年４月１日から
定期検査にBOD検査を主体とする
新しい検査方式を導入するなど法定
検査受検率の向上を図り、適正な維
持管理を推進するとともに、合併処
理浄化槽の一層の普及に努めていま
す。

　イ　産業廃棄物
　　ア　法令等に基づく規制の概要
　　　　廃棄物処理法は、廃棄物の適正な

処理等について必要な事項を定める
ことにより、生活環境の保全などを
図ることを目的としています。ここ
数年の廃棄物の発生量はほぼ横ばい
ですが、最終処分場のひっ迫、不法

投棄問題などに適切に対応するため、
数次の改正が行われ、不法投棄の未
然防止、リサイクルの促進等の措置
の強化が行われています。

　　　　２２年度末における産業廃棄物処理
業の許可状況は、表１‐４９のとおりで
す。また、産業廃棄物処理施設の許
可は、木くずやがれき類の破砕施設
が２５９施設、汚泥の脱水施設が８８施設、
安定型最終処分場が１１施設、管理型
最終処分場が１６施設などとなってい
ます。

　　イ　産業廃棄物適正処理指導要綱の運
用

　　　　産業廃棄物の焼却施設及び最終処
分場を設置する際の手続きや県外か
ら産業廃棄物を県内に搬入する際の
事前協議などを定めた産業廃棄物適
正処理指導要綱により、県内の産業
廃棄物の適正な処理の確保を図って
います。

　　　　この要綱に基づき、産業廃棄物の
焼却施設及び最終処分場の設置にあ
たっては、住民等の理解と協力を得
て事業を円滑に進める観点から、生
活環境影響調査の事前協議、住民説
明会の開催、生活環境の保全に関す

基準値（ng-TEQ／m３N）排出濃度（ng-TEQ ／ m３N）施　　　設　　　名　　　称
５０．０４２～０．１０高岡市環境クリーン工場

５０．００００４６氷見市西部清掃センター

５０．０３５～０．０５５射水市クリーンピア射水

０．１０．００００００３９～０．００１３富山地区広域圏事務組合
クリーンセンター

５０．０６１～０．１０新川広域圏事務組合エコぽ～と

５０．０３７～０．１０砺波広域圏事務組合
クリ－ンセンターとなみ

　表１‐４８　ごみ焼却施設のダイオキシン類排出濃度調査結果（２２年度）
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　図１‐３０　ごみ処理施設の整備状況

　図１‐３２　し尿処理施設の整備状況

　図１‐３１　ごみ最終処分場の整備状況

（２３年３月３１日現在）

（２３年３月３１日現在）

（２３年３月３１日現在）
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る協定の締結及び学識経験者からな
る産業廃棄物処理施設審査会の意見
を踏まえた生活環境の保全を図るた
め必要な措置を講ずるよう指導して
おり、２２年度は１件の事前協議を行
いました。

　　　　また、県外からの産業廃棄物の搬
入にあたっては、事前協議により、
県内の処理体制に影響を及ぼさない
よう事業者を指導しており、２２年度
は１０７件の事前協議を行いました。特
に、搬入量の多い事業者（年間１００ト
ン以上）や埋立処分のために搬入す
る事業者を重点的に指導しました。

　　ウ　適正処理の啓発
　　　　廃棄物処理法により、産業廃棄物

の処理を委託する際には、マニフェ
スト＊を使用し、その使用の状況を報
告することが義務付けられているこ
とから、社富山県産業廃棄物協会と
連携し、各種講習会などを通じて普
及啓発に努めています。

　　　　なお、偽造を防止でき、交付状況
等の報告が不要になるなどのメリッ
トがあり、国が普及を進めている電
子マニフェストについても、併せて
普及啓発に努めています。

　　　　また、県、市町村、警察本部、海
上保安部等関係機関からなる不法処
理防止連絡協議会を設置し、情報交
換を行うとともに、事業者への指導、
各種講習会、ポスターやパンフレッ
トの作成配布により適正処理の啓発
を図っています。

　　エ　公共関与による処理施設の整備
　　　　公共関与による産業廃棄物処理施

設の整備については、①本県の最終
処分場は残余年数から当面十分な処
理能力を有していると考えられるこ
と、②廃棄物の減量・リサイクルの
一層の進展が見込まれることなどか
ら、現時点の必要性は低い状況です

が、廃棄物の発生・処理の動向、最
終処分場の残余年数などを考慮しな
がら、引き続き検討を進めていくこ
ととしています。

　　オ　監視指導
　　　　県では、必要に応じて市町村とも

連携して産業廃棄物処理業者及び排
出事業所延べ１３７事業所に対して監
視を行い、そのうち、１０事業所に対
して改善を指導しました。監視指導
状況は表１‐５０のとおりです。

　　カ　不法投棄等の防止対策の推進
　　　　常勤の産業廃棄物監視指導員２名

により広域的なパトロール（延べ１３５
回）を実施し、一般廃棄物も含め１６件
の不法投棄等の事案を発見し原状回
復に努めました。

　　　　また、１０月の「不法投棄防止月間」
に関係機関と連携した一斉パトロー
ルや産業廃棄物運搬車両を対象とし
た路上検問を実施したほか、中日本
高速道路株式会社と「廃棄物の不法
投棄等の情報提供に関する協定」を
締結し、相互の情報提供及び早期撤
去や県猟友会によるパトロール活動
を実施しました。

　　　　さらに、市町村による不法投棄廃
棄物の撤去に財政上の支援をしまし
た。

　　キ　大規模災害時における災害廃棄物
の処理等に関する協定の締結

　　　　地震等の大規模な災害の発生時に
おいて、災害廃棄物の処理等を適正
かつ円滑に推進するため、社富山県
産業廃棄物協会、社富山県構造物解
体協会及び富山県環境保全協同組合
の３団体と協定を締結し、必要な協
力体制を構築しています。

　　ク　農業系廃棄物対策の推進
　　　　１９年９月に改訂した、とやまエコ

農業推進方針に基づき、化学肥料・
農薬の低減に取り組むエコファーマ

＊マニフェスト　…　産業廃棄物管理票のことで、事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に発行する伝票です。収集
運搬から処分までの各工程ごとに、産業廃棄物の処理状況を確認し、記録・保管するために用います。
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ーの育成を推進するとともに、農業
用廃プラスチックや、廃農薬など使
用済農業用資材の適正処理を推進し、
「環境にやさしい農業」の普及に努
めました。

　　ケ　下水汚泥処理の推進
　　　　下水汚泥処理基本計画に基づき、

下水汚泥の有効利用や安定的、効率
的な汚泥処理の推進に努めました。

桓　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環境への負荷が少

ない循環型社会を構築するため、廃棄物
の適正処理の推進については、とやま廃
棄物プランの目標を達成することとして
います。また、廃棄物の適正な処理を確
保し、環境への負荷を抑制するとともに、
廃棄物の処理体制を将来にわたり安定し
て確保することとしています。

　　環境基本計画に掲げる廃棄物の適正処
理の推進に係る指標の達成状況は、表１
‐５１のとおりです。

計最　終　処　分中　間　処　理収 集 及 び 運 搬許 可 区 分

１，５７０９１３４１，４２７
産 業 廃 棄 物

１，０９１４７７１，０１０
１６３０６１５７

特別管理産業廃棄物
１７１０４１６７

　注　上段は富山県の許可件数、下段は富山市の許可件数

　表１‐４９　産業廃棄物処理業の許可状況 （２３年３月３１日現在）

合 計排 出
事業所

産業廃棄物処理業者
区　　分

最終処分中間処理収集及び運搬
１３７２２２６８３６１１５立入調査数
１０４１４１６指 導 件 数

　表１‐５０　産業廃棄物の監視・指導状況

　表１‐５１　廃棄物の適正処理の推進に係る指標の達成状況

目　　標現　　状
単位指 標 の 説 明指 標 の 名 称

値年度値年度

　３８２２　４３２１千ｔ埋立処分された一般廃棄
物の量

一般廃棄物の最終処
分量

１８２２２１９０２１千ｔ埋立処分された産業廃棄
物の量

産業廃棄物の最終処
分量

指標の達成状況


